
本ガイドブックについて

当社では、2001年11月の電気通信事業法改正に伴う第二種指定電気通信設備の接続条件の
約款化に合わせ、当社の第二種指定電気通信設備との相互接続手順等を平易に解説した「相互
接続ガイドブック」を作成いたしました。

本ガイドブックでは、接続約款に基づく当社第二種指定電気通信設備との相互接続手順等を図
表等を交えて解説しています。

当社との相互接続にあたって、本ガイドブックが他の電気通信事業者の皆様（以下「他事業者
様」）のお役にたてば幸いです。

お申し込みいただく前に

当社との相互接続に当たっては、まず事前調査申込書を提出していただくことになりますが、速やかな接続
の開始のためにはできるだけ正確な事前調査申込書のご記入をお願いしております。

事前調査申込書のご記入や事前のご検討に際しては、当社の相互接続窓口へご相談いただくことをおすす
めします。また、本書はもとより接続約款等を是非ご活用ください。
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第１章 当社ネットワークとの相互接続の概要

本章では、当社ネットワークとの相互接続の概要をご理解いただくために、基本的な網構成、指
定電気通信設備、標準的な接続箇所、相互接続に必要な契約、相互接続に伴いお支払いいただ
く費用等について解説しております。

Ⅰ 当社のネットワーク構成 1-1
Ⅱ 第二種指定電気通信設備 1-2
Ⅲ 標準的な接続箇所と技術的条件 1-3
Ⅳ 相互接続に必要な契約等 1-4
Ⅴ 相互接続に伴う費用 1-5
Ⅵ 相互接続の主な形態 1-6～9



Ⅰ 当社のネットワーク構成

1-1

当社は、業務区域内における通信を提供します。下図は当社のネットワークの構成イメージです。

：相互接続点

直収
交換機

関門（中継）
交換機

直収パケット
交換機

加入者
交換機

加入者
パケット
交換機

当社ネットワーク

無線
基地局

他事業者様ネットワーク



Ⅱ 第二種指定電気通信設備

1-2

本ガイドブック内で解説する当社の設備は、他事業者様との適正かつ円滑な接続を確保すべき設備とし
て総務大臣より指定＊された「第二種指定電気通信設備」（以下「指定設備」といいます。）です。

*総務省告示第72号（2002.2.7）

：相互接続点

直収
交換機

関門（中継）
交換機

直収パケット
交換機

加入者
交換機

加入者
パケット
交換機

無線
基地局

他事業者様ネットワーク



②

Ⅲ 標準的な接続箇所と技術的条件

1-3

当社では接続約款の中で標準的な接続箇所を提供しています。各接続箇所でのインタフェースは、他事業
者様が予め技術検討ができるよう、接続約款（技術的条件集）に記載しています。

： 相互接続点

指定設備

標準的な接続箇所 インタフェース

① 直収パケット交換機のルータ

対パケットデータ直収ユーザ

インタフェース

（技術的条件集 第2章 第6節・第10
節）

② 関門交換機の伝送装置

対地域／国際／選択中継事業者インタ
フェース

（技術的条件集 第2章 第1節）

対移動体事業者インタフェース

（技術的条件集 第2章 第2節）

対国内接続事業者SMS仕様
（技術的条件集 第2章 第11節）

③ 直収交換機
対データ直収ユーザインタフェース

（技術的条件集 第2章 第4節）

①

③

無線
基地局

直収
交換機

関門交換機

加入者
パケット
交換機

直収パケット
交換機

加入者
交換機



Ⅳ 相互接続に必要な契約等

1-4

相互接続に関して事業者間で取り決める事項は多岐にわたります。接続の態様に応じて様々な契約を締
結します。

関連契約等

相互接続協定

個別建設契約
相互接続のための必要な当社の通信設備の
建設契約 【他事業者様のご要望により、個別
占用的な機能・設備等を実現する場合のみ】

接続用ソフトウェア開発契約
相互接続のために当社網を改造する場合の
ソフトウェア開発契約 【同上】協定に基づく事業者間確認事項

・料金事務処理確認事項

・保守確認事項

・技術的条件確認事項 等

接続約款

その他の工事に係わる契約
トランスレータ変更工事等を行う場合の費用
契約 【他事業者様に工事費用をご負担いた
だく場合のみ】

当

社

他

事

業

者

様

守秘義務契約

移動無線装置の確認試験に係る契約
通信を開始される前に移動無線装置に係る確認試験を実施する場合
の個別契約 【他事業者様が自ら移動無線装置を調達し取り扱うことを
業とする場合のみ】

業務支援システムの利用に係る契約
FOMA特定接続契約、Xi特定接続契約又は５Ｇ特定接続契約の契約者
回線に係る登録又は変更を行うための業務支援システムを利用する
場合の個別契約

USIMカード貸与の請求に係る契約
接続申込者が当社にUSIMカードの貸与に係る請求を行なう場合の個
別契約

＜その他の契約等＞



Ⅴ 相互接続に伴う費用

1-5

当社と相互接続を行うにあたって、他事業者様にご負担いただく主な費用は以下のとおりです。

※必要な項目は接続形態等により異なります。
※上記費用をご負担いただくにあたり、当社から他事業者様に預託金の預入れ又は金融機関等の債務保証等を請求する場合があります。また、接続約款第39条の２

（情報の提出）第２項に規定する「当社が別に定める情報」、第64条の３（債務の履行の担保）第１項４号に規定する「当社が指定する信用評価機関」及び「支払いを怠る
おそれがあるものとして当社が別に定める基準」については、相互接続に関する当社窓口までお問い合わせ下さい。

項 目 内 容 費用請求方法等

網使用料 ネットワークの基本的な接続機能の使用料
回線交換接続の場合、接続約款に規定された通話毎の使用料（従
量制）を暦月単位で集計し請求します。

網改造料
個別建設費

接続用ｿﾌﾄｳｪｱ開発費

他事業者様の要望により、個別占用的機能を実現するた
めにドコモネットワークを改造・改修した場合等の当該機能
や設備の使用料

改造に要した費用（個別建設費、接続用ソフトウェア開発費等）を年
額料金に計算し、12分の1を月毎に請求します。

*利用中止、更改時においても網改造料の支払い義務があります。

*トランクポート等機能の費用請求方法は上記と異なります。

工事費
ﾄﾗﾝｽﾚｰﾀ変更工事費他

他事業者様の要望により、契約者回線番号等を登録又は
変更する場合の工事費用

発生単位（番号、工事等）毎に請求します。

手続費
料金回収手続費他

他事業者様の要望により、接続に関連する作業を行った場
合の費用

発生単位（件等）毎に請求します。ただし、料金回収手続費及び債権
譲受手続費は月毎に請求します。

ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担い
ただく料金

当社サービス契約約款に規定するユニバーサルサービス料と同額
を契約回線数（番号数）に応じて暦月単位で集計し請求します。

USIMカード
協定事業者が当社にUSIMカードの貸与に係る請求を行い、
当社がその請求を承諾した時に要する費用

接続約款に規定するUSIMカードの貸与に係る費用を、別途事業者
間の取り決めにより決定した請求方法により請求します。

相互接続試験費用
接続開始前に、サービスに供する実際の設備を用いて事
業者間の通信の正常性等を確認するための試験費用

最低限の必要な試験項目（2-8参照）については、特に費用の請求は
いたしません。

その他
切替工事費用、移動無線装置に

係る確認試験費用等

接続開始前に、必要により関連する交換機、回線等の切り
替えを行う費用、他事業者様が自ら移動無線装置を調達し
取り扱うことを業とする場合の移動無線装置に係る確認試
験費用 等

事業者間の取り決めにより請求方法を決定します。



Ⅵ-1 相互接続の主な形態 中継・国際系事業者様との接続例

1-6

中継・国際系事業者との代表的な接続形態を示します。

当社

：相互接続点

①当社～中継・国際系事業者様～海外

②当社～中継・国際系事業者様～端末系事業者様等

③当社～中継・国際系事業者様ユーザ

（②③は着信者課金サービス等）

中継・国際系事業者様

① 海外へ

①②③

無線
基地局

加入者
交換機

関門（中継）
交換機

交換機等 交換機等

② 端末系事業者様等へ

③



Ⅵ-2 相互接続の主な形態 携帯電話事業者様との接続例

1-7

携帯電話事業者様との代表的な接続形態を示します。

当社

：相互接続点

①当社～携帯電話事業者様

携帯電話事業者様

①

無線
基地局

加入者
交換機

関門（中継）
交換機

交換機等 基地局等

①



Ⅵ-3 相互接続の主な形態 端末系事業者様との接続例

1-8

端末系事業者様との代表的な接続形態を示します。

当社
：相互接続点

①当社～特定端末系事業者様等

②当社～端末系事業者様等

①②

無線
基地局

加入者
交換機

関門（中継）
交換機

交換機等 交換機等

②

端末系事業者様

交換機等

①

特定端末系事業者様



Ⅵ-4 相互接続の主な形態 ＭＶＮＯ様との接続例

1-9

ＭＶＮＯ様との代表的な接続形態を示します。

当社

：相互接続点

無線
基地局

加入者パケット
交換機

直収パケット
交換機

交換機等

ＭＶＮＯ様

交換機等

各接続先
事業者様へ

ＭＶＮＯ様

関門（中継）
交換機

加入者
交換機

当社

無線
基地局

【音声】
当社～MVNO様～各接続先事業者様

【パケット】
当社～MVNO様

※中継事業者を利用した接続も可能


